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「新・海辺のマスタープラン」中間見直しの最終案について 

 

１ 概要 

本市の海辺が多くの人に利用され、親しまれるよう、目標とする海辺の将来像や 

取り組みの方針を示した「新・海辺のマスタープラン」を平成２３年に策定した。  

今年度が目標年次の中間点である５年目に当たり、社会経済環境の変化や市民意識

の変化など、海辺に対するニーズも変化していることから、計画の中間見直しを行う

もの。 

 

２ 中間見直しについて（見直しの手順の確認） 

今回の中間見直しは、過去の取り組みの検証を行うとともに、市民の意識や傾向

を把握するとともに、専門家等の意見を聴取しながら、現計画の見直しを行い、取

り組み内容について追加、強化するものである。見直しの手順は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ パブリックコメントの実施結果 

実施時期    平成 28年 9月 5日（月）から平成 28年 10月 4日（火） 

素案の公表方法   各区役所、出張所、市民文化スポーツ局広聴課など 

意見の提出    提出者数０人、提出意見数０件 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

平成２８年１１月 中間見直し計画の策定 

平成２８年１２月 中間見直し計画の議会報告 

平成２９年 １月 中間見直し計画の公表  

【市民の意識や傾向の把握】 
・市民アンケートの実施 

（H27.8～H27.11） 

【専門家等の意見聴取】 
・北九州市海辺利用促進会議開催 

（H27.8、H28.1、H28.7） 

【「新・海辺のマスタープラン」中間見直し素案の作成】 
・議会の意見聴取（H28.8） 

【中間見直し素案に対する市民意見聴取】 
・パブリックコメントの実施（H28.9.5～H28.10.4）意見の提出なし 

【パブコメの実施結果を踏まえた中間見直し案の作成】 
・北九州市海辺利用促進会議の意見聴取（H28.10）修正意見なし 

「新・海辺のマスタープラン」中間見直しの議会報告・（公表） 

表：「新・海辺のマスタープラン」中間見直しの手順 

【パブコメの実施結果の報告と中間見直し最終案について】 
・議会への最終案の報告 


